
国土交通省所管公共事業の計画段階評価の実施について

公共事業 効率性及びそ 実施過程 透明性 層 向上を図るため公共事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るため、
新規事業採択時評価の前段階における国土交通省の独自の取組みとして、
計画段階評価を直轄事業等において実施

目
的

○地域の課題や達成すべき目標、地域の意見等を踏まえ、複数案の比較・評価を実施
○事業の必要性及び事業内容の妥当性を検証
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